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予
防
接
種

対
象　
接
種
日
現
在
、
区
に
住
民
登

録
が
あ
り
、
令
和
7
年
12
月
31
日
時
点

で
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
方

・
65
歳
以
上

・ �

60
歳
以
上
65
歳
未
満
で
、
心
臓
、

腎
臓
、
呼
吸
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、
免
疫
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能
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障
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あ
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、
1
級
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の
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体
障
害
者
手
帳
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持
っ
て
い
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接
種
場
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23
区
内
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指
定
医
療
機
関

※
指
定
医
療
機
関
以
外
の
接
種
は
対

象
外

接
種
回
数　
1
回

接
種
方
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23
区
内
の
指
定
医
療
機

関
の
窓
口
に
予
診
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示
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、
接

種
を
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け
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そ
の
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診
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ご
連
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予
防
接
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対
象　
注
射
ワ
ク
チ
ン
＝
生
後
6
か

月
～
18
歳
、
経
鼻
弱
毒
生
ワ
ク
チ
ン

＝
2
歳
～
18
歳

※
18
歳
は
高
校
3
年
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当
年
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接
種
場
所　
区
内
の
指
定
医
療
機
関

※
区
H
P
を
参
照
。
指
定
医
療
機
関

以
外
の
接
種
は
対
象
外

接
種
回
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注
射
ワ
ク
チ
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6
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月
～
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歳（
2
回
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歳
～
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歳

（
1
回
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経
鼻
弱
毒
生
ワ
ク
チ
ン
＝

2
歳
～
18
歳（
1
回
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接
種
方
法　
区
内
の
指
定
医
療
機
関

に
予
約
を
し
た
う
え
で
、
窓
口
に
こ

ど
も
医
療
証
ま
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は
高
校
生
等
医
療

証
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、
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定
医
療
機
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い
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あ
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診
票
を
使
い
、
接
種
を

受
け
る

い
ず
れ
も

問
合
せ　
健
康
推
進
課
感
染
症
対
策

係
☎
0
3
‒
6
2
5
6
‒
9
0
0
5

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
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防
接
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）ま
で
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皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
を
参
考
に
、

整
備
方
針
を
策
定
し
ま
す
。

募
集
期
間　
１
月
30
日（
金
）ま
で

※
閉
庁
日
を
除
く

閲
覧
場
所　
都
H
P
、
景
観
・
都
市

計
画
課（
区
役
所
５
階
）

提
出
方
法　
１
月
30
日（
金
）（
郵
送

の
場
合
は
消
印
有
効
／
持
参
の
場
合

は
17
時
／
他
の
場
合
は
30
日
中
）ま
で

に
ご
意
見
を
記
入
の
う
え
、
都
の
意

見
募
集
フ
ォ
ー
ム
、郵
送
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ァ
ク
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、

E
メ
ー
ル
、
ま
た
は
直
接
提
出
先
へ

提
出
先　
（
都
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市
整
備
局
街
路
計

画
課
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■
東
京
都
に
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オ
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ウ
ス

　
お
よ
び
パ
ネ
ル
展
示

と
き　
1
月
16
日（
金
）～
17
日（
土
）

10
時
～
18
時（
当
日
直
接
会
場
へ
／

17
日
は
16
時
ま
で
）

場
所　
新
宿
西
口
広
場（
新
宿
区
西

新
宿
１
‒
５
）

問
合
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提
出
先
ま
た
は
景
観
・
都

市
計
画
課
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そ
の
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詳
し
く
は
都
H
P
で
確

認
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　現在利用中の方も令和8年3月31日（火）で期限となるため、新
たに申し込みが必要です。

利用期間　 4月1日～3月31日※令和8年度からすべての年間登録
制自転車駐車場で利用期間を統一

申込方法　 1月20日(火)～2月3日（火）に千代田区自転車駐車場受
付サイトから

　　　　　※ 紙での申請は不可。インターネット環境が整わない
などやむをえない事情がある場合は、問合せ先へ

対　　象　通勤・通学・業務で利用する個人または法人
登録手数料
・ 自転車＝区内在住者と小・中・高校生3,000円、その他の方6,000
円

・ 原動機付自転車（第1種／新基準を含む）＝区内在住者3,500円、
その他の方7,000円
必要書類
・区内在住者＝運転免許証など住所を証明する書類
・ 小･中･高校生＝学生証（小学生は、生年月日が確認できる書類
でも可）

・ 生活保護による被保護者で登録手数料を免除する方＝生活保護
受給者証明書

・ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、東京都愛の手帳を
お持ちの方で優先登録を希望する方＝各手帳

募集場所・募集予定台数　右表
問合せ　千代田区自転車対策コールセンター
 ☎050-2018-6466

自転車駐車場名 場所 自転車 原動機付
自転車※2

秋葉原駅東口第1 神田平河町4番地先 190台

秋葉原駅東口第2 神田和泉町1番地先 150台 53台

飯田橋駅東口第1 飯田橋三丁目12番先 100台

飯田橋駅東口第2 飯田橋三丁目11番30号先 105台 40台

飯田橋駅第3 飯田橋四丁目10番先 140台 20台

市ヶ谷駅 九段北四丁目4番先 80台 15台

岩本町駅臨時 神田岩本町15番地 35台

大手町江戸通り 大手町二丁目5番先 80台

御茶ノ水駅 神田駿河台四丁目3番地先 50台※1

神田駅第1 鍛冶町二丁目13番地先 115台 13台

神田駅第2 鍛冶町二丁目11番地先 140台 22台

九段下駅第1 九段北一丁目2、3番地先 40台 10台

九段下駅第2 神田神保町三丁目7番地先 75台 20台

水道橋駅 神田三崎町二丁目20番先 85台 20台

有楽町駅第一高架下 有楽町二丁目1番地先 55台

四ツ谷駅 六番町14番地先 220台 30台

※1 歩車道（都道）の改修工事が予定されているため、工事期間中は代替地での利用
※2 三輪原動機付自転車は各駐車場2台程度とする

年間登録制自転車駐車場の募集
令和8年度

▲都HP

▲意見募集
フォーム

東
京
に
お
け
る
都
市
計
画
道
路
の

整
備
方
針（
案
）の
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表
・
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集

▲高齢者
インフルエンザ

▲子どもの
インフルエンザ

区役所の代表電話　☎ 03ー3264ー2111（3） 　令和 8年 1月 5日号 区政インフォメーション

☆広報千代田では有料広告の掲載を募集しています。広告掲載希望は広報広聴課へ。☎ 03-5211-4175 ☆




